
■ 一 般 質 問 ■ 

❽

問

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                            
平
成
29
年
に
社
会
情
勢
の
変
化

等
に
対
応
す
る
た
め
、
公
園
行

政
は
新
た
な
ス
テ
ー
ジ
に
移
行
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
考
え
に
立
ち
、
都
市
公

園
の
再
生
と
活
性
化
を
推
進
す
る
た

め
、
都
市
公
園
法
が
改
正
さ
れ
た
。
主

な
改
正
点
は
、
公
募
設
置
管
理
制
度
、

保
育
所
等
の
占
有
物
件
の
追
加
、
公
園

の
活
性
化
に
関
す
る
協
議
会
の
設
置
、

都
市
公
園
の
維
持
修
繕
基
準
の
法
令
化

と
な
っ
て
い
る
。
町
で
は
公
園
長
寿
命

化
計
画
に
基
づ
き
、
公
園
施
設
の
予
防

的
な
修
繕
・
再
整
備
を
行
っ
て
い
る
が
、

都
市
公
園
法
の
改
正
に
伴
う
今
後
の
公

園
の
整
備
と
管
理
に
つ
い
て
伺
う
。

(1)
公
園
施
設
長
寿
命
化
計
画
の
進
捗
状

況
と
維
持
管
理
の
現
況
は
。

(2)
公
募
設
置
管
理
制
度
に
つ
い
て
町
の

考
え
は
。

(3)
公
園
の
活
性
化
に
関
す
る
協
議
会
の

設
置
と
都
市
公
園
の
維
持
修
繕
基
準
の

法
令
化
に
伴
う
考
え
は
。

(4)
第
６
期
総
合
計
画
の
中
で
「
町
民
参

加
を
基
本
に
公
園
整
備
を
計
画
的
に
進

め
る
」
と
し
て
い
る
が
、
町
民
の
意
見

を
ど
の
よ
う
に
聞
き
、
ど
う
整
備
に
反

映
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

(1)
公
園
施
設
長
寿
命
化
計
画

の
進
捗
状
況
は
、
平
成
22
年
度
策
定
の

当
初
計
画
に
お
け
る
判
定
結
果
の
中
で

も
劣
化
が
顕
著
な
Ｄ
ラ
ン
ク
の
う
ち
、

緊
急
度
が
高
く
、
補
修
、
も
し
く
は
更

新
、
ま
た
は
撤
去
の
対
策
等
が
必
要
と

な
っ
た
要
対
策
施
設
は
１
２
５
施
設
、

そ
の
う
ち
１
０
３
施
設
で
対
策
が
完
了

し
、
進
捗
率
は
82
・
４
％
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
今
年
３
月
に
見
直
し
を
行

っ
た
本
計
画
に
お
け
る
要
対
策
施
設

は
、
当
初
計
画
で
未
対
応
で
あ
っ
た
22

施
設
に
加
え
て
、
新
た
に
26
施
設
が
加

わ
り
48
施
設
と
な
っ
た
。
公
園
利
用
者

の
安
全
を
確
保
し
な
が
ら
計
画
的
な
更

新
と
適
切
な
維
持
管
理
に
取
り
組
む
。

維
持
管
理
で
は
、
公
園
遊
具
は
特
に
安

全
確
保
の
必
要
性
が
高
い
こ
と
か
ら
、

年
度
初
め
に
点
検
・
報
告
を
実
施
、
必

要
に
応
じ
て
修
繕
を
行
う
な
ど
適
切
な

維
持
管
理
に
努
め
て
い
る
。

(2)
公
募
設
置
管
理
制
度
は
、
民
間
事
業

者
に
よ
る
売
店
や
飲
食
店
等
と
い
っ
た

収
益
施
設
の
設
置
を
許
可
し
、
併
せ

て
、
収
益
施
設
周
辺
の
公
園
施
設
を
収

益
施
設
か
ら
得
ら
れ
る
収
益
に
よ
っ
て

整
備
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
制
度
。

本
町
に
は
、
該
当
す
る
公
園
が
な
く
、

同
制
度
を
導
入
す
る
状
況
に
は
な
い
。

(3)
公
園
の
活
性
化
に
関
す
る
協
議
会
の

設
置
に
つ
い
て
は
、
公
園
利
用
に
関
す

る
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
柔
軟
に
対
応
し
て

い
る
状
況
に
あ
り
、
現
時
点
に
お
い
て

協
議
会
を
設
置
す
る
必
要
性
は
極
め
て

低
い
と
考
え
て
い
る
。
維
持
修
繕
基
準

の
法
令
化
に
つ
い
て
は
、
特
に
公
園
遊

具
は
、
全
て
年
１
回
の
点
検
・
報
告
を

実
施
し
て
お
り
、
必
要
な
点
検
等
は
既

に
行
っ
て
い
る
。
点
検
結
果
と
修
繕
内

容
を
記
録
し
、
遊
具
等
が
利
用
さ
れ
て

い
る
期
間
は
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
か
ら
、
適
正
な
事
務
処
理
を
し

て
い
き
た
い
。

(4)
こ
れ
ま
で
近
隣
公
園
を
新
設
す
る
際

に
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
、
住

民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
意
見
を
聴
き
な
が

ら
整
備
を
進
め
て
き
た
。
ま
た
、
街
区

公
園
に
お
け
る
遊
具
の
更
新
で
も
、
関

係
す
る
公
区
の
意
見
を
聴
き
な
が
ら
整

備
を
行
っ
て
い
る
。
直
近
で
は
ナ
ウ
マ

ン
公
園
の
大
型
遊
具
の
導
入
に
当
た

り
、
忠
類
小
学
校
の
児
童
の
意
見
を
聴

い
て
遊
具
の
選
定
を
行
い
、
整
備
を
進

め
て
き
た
。
今
後
も
住
民
の
皆
さ
ん
の

意
見
を
聴
く
場
を
設
け
な
が
ら
公
園
整

備
に
反
映
し
た
い
。

ナ
ウ
マ
ン
公
園
の
専
用
ト
イ

レ
の
整
備
要
望
へ
の
対
応
は
。

ど
こ
に
配
置
す
る
の
か
と
い
う
こ
と

も
当
然
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
。
公

園
全
体
の
中
で
ど
う
い
っ
た
配
置
が
必

要
か
、
ト
イ
レ
の
必
要
性
に
つ
い
て
、

実
態
を
十
分
に
把
握
し
、
十
分
検
討
し

た
中
で
対
応
し
た
い
。

答問
今
後
も
計
画
的
な
更
新
と
適
切
な
維
持
管
理
に

取
り
組
む

幕
別
町
に
お
け
る
今
後
の
都
市
公
園
等
の
整
備
お

よ
び
管
理
の
方
針
は

問

答

町
　
長

再

質

問
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